
○
中
長
期
在
留
者
（「
短
期
滞
在
」

「
外
交
」「
公
用
」
の
在
留
資
格
以

外
で
、
在
留
期
間
が
３
カ
月
を
超

え
る
方
）

○
特
別
永
住
者

○
一
時
庇
護
許
可
者
ま
た
は
仮
滞

在
許
可
者

○
出
生
ま
た
は
国
籍
喪
失
に
よ
る

経
過
滞
在
者

※
出
生
ま
た
は
国
籍
喪
失
に
よ
り

日
本
に
在
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た

外
国
人
の
方
は
、
当
該
事
由
が
生

じ
た
日
か
ら
60
日
間
は
、
在
留
資

格
が
な
く
て
も
在
留
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

○
在
留
資
格
が
な
い

○
在
留
期
間
が
満
了
し
て
い
る

○
在
留
期
間
が
３
カ
月
以
下

○
在
留
資
格
が
短
期
滞
在
者
な
ど

※
住
民
登
録
が
な
い
場
合
、
各
種

行
政
サ
ー
ビ
ス
（
印
鑑
登
録
、
住

民
票
の
写
し
の
発
行
、
国
民
健
康

保
険
な
ど
）
が
利
用
で
き
な
く
な

る
た
め
、
在
留
期
間
の
延
長
ま
た

は
在
留
資
格
の
取
得
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
住
民
登
録
が
必
要
な
方

は
、
入
国
管
理
局
で
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

　

住
民
登
録
の
対
象
と
な
る
外
国

人
の
方
に
、
仮
住
民
票
を
郵
送
し

ま
す
。

①
外
国
人
登
録
の
情
報
に
基
づ
き
、

仮
住
民
票
を
作
成
し
ま
す
。

②
仮
住
民
票
を
該
当
の
方
に
郵
送

し
ま
す
（
５
月
頃
予
定
）
。

③
仮
住
民
票
の
記
載
内
容
に
誤
り

が
あ
る
場
合
は
、
誤
り
が
証
明
で

き
る
書
類
を
市
民
課
窓
口
へ
お
持

ち
い
た
だ
き
、
記
載
内
容
を
修
正

し
ま
す
。

④
７
月
９
日
以
降
は
、
「
仮
住
民

票
」
は
「
住
民
票
」
に
な
り
ま
す
。

※
７
月
９
日
の
時
点
で
、
住
民
登

録
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
て
い
な
い
外
国
人
の
方
は
、
仮

住
民
票
は
作
成
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
住
民
登
録
が
な
い
外
国
人
の
方

に
は
、
住
民
票
が
作
成
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
外
国
人
登
録
原
票
記

載
事
項
証
明
書
の
発
行
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

現
在
お
持
ち
の
外
国
人
登
録
証

明
書
は
、
一
定
期
間
、
み
な
し
在

留
カ
ー
ド
お
よ
び
特
別
永
住
者
証

明
書
と
し
て
有
効
で
す
が
、
在
留

資
格
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
効

期
間
ま
で
に
切
り
替
え
が
必
要
と

な
り
ま
す
（
別
表
）
。

　

希
望
す
る
方
を
対
象
に
、
事
前

交
付
申
請
を
受
け
付
け
し
て
い
ま

す
。
在
留
カ
ー
ド
は
入
国
管
理
局

で
受
け
付
け
し
、
特
別
永
住
者
証

明
書
は
市
で
受
け
付
け
し
て
い
ま

す
。
入
国
管
理
局
ま
た
は
市
で
受

け
付
け
す
る
際
に
、
受
取
日
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
期
間
内
に
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
在
留
カ
ー
ド
お
よ
び
特

別
永
住
者
証
明
書
の
受
け
取
り
は

７
月
９
日
以
降
と
な
り
ま
す
。　

　

外
国
人
の
方
も
日
本
人
と
同
様

に
、
他
市
区
町
村
へ
転
出
お
よ
び

海
外
へ
出
国
す
る
場
合
は
転
出
届

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

八
潮
市
か
ら
他
の
市
区
町
村
へ

引
越
し
す
る
場
合
は
、
八
潮
市
で

転
出
の
手
続
き
を
行
い
、
転
出
証

明
書
を
受
け
取
り
ま
す
。
引
越
先

の
市
区
町
村
で
転
入
の
手
続
き
を

行
う
場
合
は
、
転
出
証
明
書
、
在

留
カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証

明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

海
外
へ
出
国
す
る
場
合
は
転
出

証
明
書
を
発
行
し
ま
せ
ん
が
、
転

出
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

在
留
カ
ー
ド
は
出
国
す
る
内
容
な

ど
に
よ
り
、
入
国
管
理
局
へ
返
却

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
の
制
度
で
は
、
入
国
管
理

局
で
在
留
資
格
の
変
更
ま
た
は
在

留
期
間
の
更
新
を
行
っ
た
場
合
は
、

居
住
地
の
市
区
町
村
に
そ
の
旨
を

届
け
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

７
月
９
日
以
降
は
、
市
区
町
村

へ
の
在
留
資
格
の
変
更
ま
た
は
在

留
期
間
の
更
新
届
出
が
不
要
と
な

り
、
在
留
期
間
の
上
限
の
延
長
や

再
入
国
許
可
な
ど
の
手
続
き
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
中
長
期
在
留
者
と
特
別

永
住
者
は
、
各
種
申
請
の
受
付
窓

口
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
外
国
人
登
録
証
明
書
か

ら
在
留
カ
ー
ド
へ
の
切
り
替
え
な

ど
に
つ
い
て
は
、
東
京
入
国
管
理

局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問
東
京
入
国
管
理
局
外
国
人
在
留

総
合
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
☎
０
５
７
０

・

０
１
３
９
０

４
（
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
海
外

か
ら
は
03

・

５
７
９
６

・

７
１
１

２

住
民
登
録
の
対
象
と
な
る
方

住
民
登
録
の

　
対
象
と
な
ら
な
い
方

外
国
人
の
方
に
住
民
票
が

作
成
さ
れ
ま
す

事
前
交
付
申
請

転
出・転
入
の
手
続
き

各
種
申
請
の
受
付
窓
口

外
国
人
登
録
証
明
書
は
、

在
留
カ
ー
ド
お
よ
び

特
別
永
住
者
証
明
書
に

変
わ
り
ま
す

□問
市
民
課
☎
○内
２
１
０
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７
月
９
日
か
ら
外
国
人
の
方
も
、
日
本
人
と
同
様
に
住
民
票
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
手
続
き
の
流
れ
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

在留資格

在留資格

中長期在留者

住所の変更

住所の変更

特別永住者証明書の更新、氏名などの変更 市民課

・市民課
・駅前出張所

・市民課
・駅前出張所

入国管理局

特別永住者

申請の種類 受付窓口

申請場所

入国管理局

16歳以上

16歳以上

16歳以上

16歳未満

16歳未満

16歳未満
入国管理局永住者

特別永住者 市民課

有効期間

別表

中長期在留者 
（永住者は除く）

在留期間の満了日まで

在留期間の満了日または16
歳の誕生日のいずれか早い
日まで

平成27年7月8日または16歳
の誕生日のいずれか早い日
まで

平成27年7月8日または16
歳の誕生日のいずれか遅い
日まで

平成27年7月8日または「外
国人登録証明書」に記載さ
れている次回確認期間の始
期のいずれか遅い日まで

在留資格の変更、在留期間の延長、在留
カードの更新、氏名や国籍などの変更

平成27年7月8日まで

カードの種類 受付窓口 受付期間

在留カード 入国管理局
7月6日まで

特別永住者証明書 市民課

※新しいカードには、通称名は記載されません。
※氏名は原則、旅券と同じアルファベット表記に
なります。漢字表記の氏名をお持ちの方は、漢字
を併記することができますが、併記される漢字は
日本の漢字になります。

住民
票

ひ   

ご 外
国
人
の
方
の
登
録
制
度
が
変
わ
り
ま
す


